
〇有機農業の面積拡大に向けて、地域ぐるみで有機農業の生産から消費まで一貫して取り組む『オーガニックビレッジ』を2025年までに
100市町村、2030年までに200市町村創出することを目標に、全国各地での産地づくりを推進。

〇令和３年度補正予算からみどりの食料システム戦略推進総合対策により支援を開始し、現時点で4５道府県１３１市町村で取組開始。

【実施市町村】

有機農業産地づくり推進事業 ～オーガニックビレッジ実施地区～

都道府県 市町村

三重県 ③（尾鷲市、名張市、伊賀市）

滋賀県 ③（甲賀市、近江八幡市、日野町）

京都府 ②（亀岡市、京丹後市）

大阪府 ②（堺市、泉大津市）

兵庫県 ⑨（豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、
  淡路市、神戸市、朝来市、加東市、上郡町）

奈良県 ③（宇陀市、天理市、山添村）

和歌山県①（かつらぎ町）

鳥取県 ①（日南町）

島根県 ⑤（浜田市、大田市、邑南町、吉賀町、江津市）

岡山県 ①（和気町）

広島県 ①（神石高原町）

山口県 ①（長門市）

徳島県 ②（小松島市、海陽町）

香川県 ①（三豊市）

愛媛県 ①（今治市）

高知県 ①（馬路村）

福岡県 ②（うきは市、篠栗町）

佐賀県 ②（上峰町・みやき町）

長崎県 ②（南島原市、雲仙市）

熊本県 ③（南阿蘇村、山都町、菊池市）

大分県 ③（佐伯市、臼杵市、豊後高田市）

宮崎県 ⑤（綾町、高鍋町・木城町、えびの市、宮崎市）

鹿児島県⑤（南さつま市、湧水町、南種子町、徳之島町、
姶良市）

※R6新規は下線

令和５年度９３市町村

令和６年度１３１市町村

新たに３８市町村で
取組を開始

【R6.12.27時点】

■ １ 市町村
■ ２ 市町村
■ ３ 市町村
■ ４ 市町村
■ 5 市町村～

都道府県 市町村

北海道 ②（安平町、旭川市）

青森県 ②（黒石市、五戸町）

岩手県 ②（花巻市、一関市）

宮城県 ④（登米市、栗原市、大崎市、加美町）

秋田県 ①（大潟村）

山形県 ⑦（米沢市、鶴岡市、新庄市、川西町、
山形市、酒田市、高畠町）

福島県 ②（二本松市、喜多方市）

茨城県 ④（常陸大宮市、石岡市、笠間市、
かすみがうら市）

栃木県 ④（小山市、市貝町、塩谷町、栃木市）

群馬県 ③（甘楽町、高山村、みなかみ町）

埼玉県 ②（小川町、所沢市）

千葉県 ⑥（木更津市、佐倉市、神崎町、成田市、
いすみ市、多古町）

神奈川県②（相模原市、小田原市）

山梨県 ①（北杜市）

長野県
⑥（辰野町、松川町、飯田市、飯綱町、伊那市、

佐久市）

静岡県
⑦（掛川市、藤枝市、川根本町、静岡市、

富士宮市、島田市、伊豆の国市）

新潟県 ④（佐渡市、新発田市、五泉市、阿賀野市）

富山県 ②（南砺市、富山市）

石川県 ②（珠洲市、羽咋市）

福井県 ①（越前市）

岐阜県 ②（白川町、飛騨市）

愛知県 ⑥（東郷町、南知多町、岡崎市、大府市、
美浜町、武豊町）


	スライド番号 1

